
次世代型航空機部品供給ネットワーク規約 

 

会員規約 

 

（名 称） 

第１条 本ネットワークは、次世代型航空機部品供給ネットワーク（以下「本会」という）

と称し、英文では On the Wingｓ of Osaka（略称「OWO」）と表示する。 

     

（事務局の所在地） 

第２条 本会の運営に携わる事務局について、別途事務局規定を設ける。 

 

（目 的） 

第３条 本会は、次世代型航空機に対応した部品供給をはじめとする航空機体開発への参

画を実現するために、パートナーシップ型ネットワークを形成し、航空機市場への参入に

必要な取り組みを共同で行うことで、航空機市場及びその関連産業に通用する技術を確保

し、販路開拓を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 

1) 次世代型航空機に関する調査、研究、開発、製品化等、部品供給を実現するための事業。 

2) 次世代型航空機に関する情報提供事業。 

3) 開発データや取引関係データなどの機密を保持するための仕組み、特に電子的データに

関する取り扱いに関して秘密保持をする仕組みを構築するための事業。 

4) 会員相互の交流を促進するための事業。 

5) 航空機関連企業をはじめ、本会の目的に合致する団体、企業、機関等との相互交流を促

進するための事業。 

6) 航空機関連部品の試験、試作、受注、販路開拓等に係る共同事業。 

7) 会員の抱える技術課題、経営課題を解決するために必要な情報提供、コンサルティング

に係る事業。  

8) その他、本会の目的達成に必要な事業。  

     

（事業年度） 

第５条 本会の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。  

     

 

 



（会 員）  

第６条 本会は、正会員・賛助会員・特別会員（以下「会員」という）によって構成する。 

1) 正会員 本会の目的に賛同する者。 

2) 賛助会員 本会が発信する各種情報を受ける者。 

3) 特別会員 第３条の目的達成のために必要と認められ、役員会の承認を得た者。 

 

（オブザーバー） 

第７条 本会は、円滑な事業の実施を図るために、本会への助言を行うアドバイザー・オブ

ザーバー・顧問を置くことができる。 

２ アドバイザー・オブザーバー・顧問については、役員会の承認を得、会長が委嘱する。 

３ アドバイザー、オブザーバー、顧問への講演、指導依頼、謝金については別途指針を設

ける 

 

（入 会） 

第８条 本会の正会員・賛助会員になるためには、所定の入会届の提出及び会費の納入を

もって入会とする。 

２ 正会員になるためには前項の他、正会員として必要なセキュリティシステム等に対応す

るとともに、既存正会員１名以上の推薦を得て、役員会の承認を得なければならない。 

３ 特別会員は、役員会の承認を得て入会とする。 

 

（秘密情報） 

第９条  本会における「秘密情報」とは、各当事者が、次世代型航空機部品供給ネット

ワークにおける活動に際して、他の当事者の全部または一部に対し秘密である旨を表示し

た書面又は口頭その他方法の如何を問わず開示する自己の技術上および営業上の情報、そ

の他一切の情報をいう。ただし、口頭または視覚的手段によって開示した情報については、

開示前に秘密である旨を明らかにして被開示者に通知したものだけを「秘密情報」とする。 

ただし、次に掲げる情報は秘密情報に含まない。 

1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報 

2) 開示の時点で公知の情報 

3) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 

4) 開示後、秘密保持義務を負わない第三者から適法に入手した情報 

5) 開示後、開示者が第三者に秘密保持義務を課すことなく開示した情報 

 

 

 

 



（秘密保持） 

第 10条 正会員は、他の正会員から開示を受けた秘密情報を善良な管理者の注意をもって

保持し、当該の正会員の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示、提供、漏洩し

てはならない。３ 本規約第１１条に規定する退会後終了後においても、当該の正会員の

書面による事前の承諾なくして、第三者に 開示・漏洩してはならない。 

２ 正会員は、秘密情報を、本目的遂行のために必要な範囲に限り、正会員の属する企業

の役員、従業員に対して開示することができる。この場合、各当事者は、当該役員および

従業員に本規約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該役員および従

業員による秘密情報の取扱について一切の責任を負う。  

３ 本規約第１１条に規定する退会後終了後においても、当該の正会員の書面による事前

の承諾なくして、第三者に 開示・漏洩してはならない。 

 

（退 会） 

第 11条 会員は、退会届を提出することによって退会することが出来る。 

２ 会員が次の各号に該当するときは、退会したものとみなす 

1) 法人・団体が解散または消滅した場合 

2) 年会費を相当期間滞納した場合 

3) 本会規約を違反し、もしくは本会の品位を著しく損ねた場合 

   

（役員企業） 

第 12条 本会を円滑に運営するため、次の役員を置くものとする。 

1) 会 長 １名 

2) 副会長 若干名 

3) 監 事 １名 

 

（役員企業の選任） 

第 13条 役員企業は、総会で選任する。 

1) 会長は、役員企業の互選により選出する。 

2) 会長は、副会長・会計・監事を指名することができる。 

 

（役員企業の職務）  

第 14条 役員企業の任務は、次のとおりとする。  

1) 会長は、本会を代表し、役員会を招集し業務を統括する。 

2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

3) 監事は、本会の事業及び会計の監査を行う。監事は議決権を有しない。 

 



（役員企業の任期） 

第 15条 役員の任期は 1期 2年とし、再任は妨げない。 

２ 会長は、役員企業に欠員が生じた場合、速やかに指名補充する。補充役員の任期は、

前任者の残存期間とする。 

 

（総会） 

第 16条 総会は次のとおりとする。 

1) 総会は、年１回開催し、会長がこれを召集する。 

2) 総会の議長は、会長がこの任にあたる。 

3) 総会は、正会員をもって構成し、過半数(書面をもって予め意思表示をした者及び代理人

をもって表決した者を含む)の出席をもって成立する。 

4) 総会は、事業報告、決算報告、監査報告、事業計画、予算及び本会の運営に関する重要

事項を議決する。 

5) 総会の議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、会長の決するとこ

ろによる。 

6) 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。 

7) 規約の改廃は総会において行わなければならない 

 

（役員会） 

第 17 条 役員会は、会長が招集し、議事は、出席者の過半数(書面をもって予め意思表示を

した者及び代理人を持って表決した者を含む)をもって議決する。 

 

（研究会） 

第 18 条 本会は、第４条各号に掲げる事業を行うため、役員会の承認を得て、研究会を設

けることができる。 

２ 研究会は、正会員をもって構成する。 

３ 研究会業務の遂行のために幹事を置く。 

４ 幹事は、正会員の中から役員会で選任する。 

５ 幹事は、役員会に出席し、研究活動に関する報告を行うことができる。 

         

（経 費） 

第 19条 本会の経費は、会費、協賛金、寄付金、その他の収入を持って充てる。 

     

（会 費） 

第 20条 会員は、本規約に定める会費を納入しなければならない。  

 



（会費の規定） 

第 21条 第 19条の規定に基づき、会費規定を次のとおり定める。 

1) 会員の一口年会費を次のとおりとする。 

   正会員  １５０，０００円 

   賛助会員   ５，０００円 

   特別会員 会費は徴収しない 

   会員は、年会費一口以上を納入する。 

   ただし、中小企業基本法に規定する中小企業者でない正会員については、三口以上   

   を納入しなければならない。 

2) 特別の会費を必要とする時は、総会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。 

3) 会費の納入は年 1回とし、毎年度 4月末までに納入しなければならない。 

  ただし、4月末までに分納の希望を書面で提出した場合はこの限りではない。 

4) 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。 

5) 本会の事業実施に関して必要な経費は、役員会の議決を得て、会長がこれを定め、徴収

する。 

6) 年度途中に賛助会員が正会員になった場合は、納入すべき会費は所定の会費の差額とす

る。 

7) 10月 1日を過ぎて入会する正会員の会費は、一口年会費の半額とする。その場合、次の

年度からの会費は、1項に定める通りとする。 

 

（会計年度） 

第 22条 会計年度は 4月 1日より翌年 3月 31日までとする。  

 

（その他） 

第 23 条 この規約に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、

総会で定める。  

（附 則）  

１．この規約は平成 17年 4月 1日から施行する。 

２．本会設立当初の事業年度・会計年度は本規約の規定にかかわらず平成 18 年 3 月 31 日

までとする。 

３．本会設立当初の役員の任期は、第１５条の規定にかかわらず平成 18 年 5 月 31 日まで

とする。 

４．本会の設立当初の正会員は、発起人とする。 

５．この改定規約は平成 17年 11月 28日から施行する。 

 

 



平成 17年 11月 28日一部改訂 

平成 18年 4月 14日一部改訂 

平成 20年 4月 21日一部改訂 

平成 21年 4月 23日一部改訂 

平成 22年 4月 23日一部改訂 

平成 23年 4月 15日一部改訂 


